
 

 

長崎県内就職促進 

奨学金返済補助金支援制度の手引き 

 

 

 

 

 

〈長 崎 県〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【お問い合せ先】 

長 崎県  産 業労働部  産 業人材課 
〒850-8570 長崎市江戸町2-13 

ＴＥＬ  095-895-2744 

ＦＡＸ  095-895-2583 



 

---------------- 奨学金返済補助金支援制度の手引き ------------- 

 

＜ 目 次 ＞ 

 

                

  １．奨学金返済補助金支援制度とは・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

  ２．制度の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 ３．実施要項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

  （１）目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

（２）交付の対象となる候補者の選定・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

（３）候補者の優先順位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

（４）補助対象者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

（５）補助額の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

（６）候補者の申請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

（７）候補者の決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

（８）候補者の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

（９）候補者の取消し等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

（１０）補助金交付申請手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

（１１）交付決定の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

（１２）委任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

（１３）実施年度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

（１４）事務局・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

４．様式集  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

 

掲載 

 

 

 

 

 

 
 



 

１．奨学金返済補助金支援制度とは 

長崎県が県内企業の中核を担う優秀な人材を確保するため、編入学生な

どが卒業後、県内に就職した際、借り入れた奨学金について、県（及び賛同

企業）が補助金を交付する制度である。 

 

 

２．制度の概要 
 
（１）候 補 者・・・佐世保高専の学生（奨学生）で編入学生および進級生

（４年生以上） 
 
（２）利用奨学金・・・日本学生支援機構、長崎県育英会 
 
（３）補助金支給対象者・・・候補者にエントリーした生徒のうち、卒業後県内企業

に就職し、３年以上勤続した者（最大１２名／年） 

           （⇒４年目に補助金を支給する。） 
 
（４）補 助 金 額・・・４年生からの２年間で貸与した金額の１／２ 

   （例）日本学生支援機構の奨学生（自宅外）の場合、 

１名につき最大612,000円（月額51,000円の2年分の半額） 
 
（５）そ の 他・・・本制度に賛同する県内企業（資料参照）に就職した場 

合、各々設定した条件を満たすと、県と同様の支援を

受けることができる。 
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長崎県県内就職促進奨学金返済補助金交付実施要綱 

 
（目的） 
第１条 新規学卒者の県外流出に歯止めを掛け、県内企業の中核を担う優秀な人材確保

を支援するため、佐世保工業高等専門学校（以下「佐世保高専」という。）に推薦に

より編入学する工業高校生などのうち、県内就職を希望する者が一定の条件を満たし

た場合、その者が借り入れた奨学金の就職後の返済の一部について、長崎県県内就職

促進奨学金返済補助金（以下「補助金」という。）を交付する。 
補助金の交付については、長崎県補助金等交付規則（昭和４０年長崎県規則第１６

号。以下「規則」という。）及び長崎県産業労働部関係補助金等交付要綱（以下「部

要綱」という。）の規定によるほか、この実施要綱を適用する。 
 
（交付の対象となる候補者の選定） 
第２条 補助金の交付の対象となる候補者(以下「候補者」という。)を、次の各号のい
ずれにも該当する者の中から選定する。 
（１）次に掲げるいずれかの佐世保高専の学生であること 
   ア 推薦による編入学生（４年生） 
   イ 一般編入学生(４年生) 
   ウ 進級生（４年生） 
   エ 進級生（５年生）（専攻科の学生も含む） 
（２）次に掲げるいずれかの奨学生であること 

ア 日本学生支援機構 
イ 長崎県育英会 

（３）佐世保高専卒業後、県内民間企業への就職を希望すること 
 
（候補者の優先順位） 
第３条  候補者の選定に当たっての優先順位は、前条第 1号についてはア、イ、ウ、エ
の順、前条第２号についてはア、イの順とする。 

２ 候補者の数は、毎年度１２名以内とする。 
３ 平成２０年度は、前条第 1号イ、ウのうち、同条２号、３号の要件を満たす者の中
から選定する。 

 
（補助対象者） 
第 4条  候補者として選定された者のうち、佐世保高専を卒業後、直ちに県内民間企業
に３年間勤務した者を補助対象者として補助金を交付する。 
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（補助額の算定） 
第５条 補助金額は２年間の奨学金受給総額の２分の１とし、「日本学生支援機構第一

種奨学金」の最大受給額２年間分の２分の１を上回らないこととする。 
 
（候補者の申請） 
第６条  補助金を受けようとする者は、長崎県県内就職促進奨学金返済補助候補者選定
申込書（以下「様式第１号」という。)を佐世保高専を通じて知事に申請しなければ
ならない。 

 
  （候補者の決定） 
第７条 知事は、前条の規定による申請をした者の中から、第３条の優先順位等を勘案 
し候補者を決定したときは、佐世保高専を通じて、長崎県県内就職促進奨学金返済補

助候補者決定通知書（以下「様式第 2 号」という。）により候補者に通知するものと
する。 

 
（候補者の報告） 
第８条 候補者は、次の各号いずれかに該当するときは、その旨を記載した書面を、佐

世保高専を通じて、知事に提出しなければならない。 
 （１）原級留置（留年）したとき。 
 （２）退学したとき。 
 （３）奨学金の貸与を辞退したとき。 
 （４）その他、候補者の要件に変更が生じたとき。 
２ 候補者は、佐世保高専卒業時に就職先等を記載した書面を、佐世保高専を通じて、

知事に提出しなければならない。 
３ 候補者は、佐世保高専卒業後３年以内において、第４条の要件を満たさなくなった

場合には、その旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。 
 
（候補者の取り消し等） 
第９条 知事は、前条の報告があったとき、必要に応じ候補者の取り消し等の処置を行

うものとする。 
 
（補助金交付申請手続き） 
第 10 条 候補者のうち第 4 条の要件を満たし、補助金の交付を受けようとする者は、
別に定める期日までに、長崎県県内就職促進奨学金返済補助金交付申請書(以下「様
式第３号」という。)を知事に提出しなければならない。 
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（交付決定の通知） 
第 11 条 知事は、前条の申請書の提出があったときは、審査のうえ交付決定を行い、
長崎県県内就職促進奨学金返済補助金交付決定通知書（以下「様式第４号」という。）

により補助対象者に通知するものとする。 
（委任） 
第 12条 この実施要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。 
 
（実施年度） 
第 13条 第６条、第７条に係る候補者の申請・決定は、平成２０年度から平成２５年
度までとし、第 10 条、第 11 条に係る補助金交付申請・決定は、平成２５年度から
平成３０年度までとする。 

 
（事務局） 
第 14条 長崎県産業労働部産業人材課に補助金交付事務に係る事務局を置く。 
 
 
  附 則 
（適用） 
 本実施要綱は、平成２０年４月 1日から施行する。 
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様式集（記入方法） 
 

○様式第1号（第6条関係） 

長崎県県内就職促進奨学金返済補助候補者選定申込書 

 

○様式第３号（第１０条関係） 

長崎県県内就職促進奨学金返済補助金交付申請書   

 

 

 

○様式 任意（第８条関係） 

長崎県県内就職促進奨学金返済補助候補者の状況報告書 

 

○様式 任意（第８条２関係） 

長崎県県内就職促進奨学金返済補助候補者の就職決定報告書 

 

○様式 任意（第８条２関係） 

口座振替申込書 

 

 

 

 

 

 

○様式 任意（支援企業に就職した場合） 

奨学金返済承認契約書 
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記入例 



 
様式第 1号 (第６条関係) 

第    号 
年  月  日 

 
 

長崎県知事           様 
 
 
 

住 所 
 
氏 名            印 
 

 
平成  年度長崎県県内就職促進奨学金返済補助候補者選定申込書 

 
 長崎県県内就職促進奨学金返済補助金制度の候補者選定につきまして、実施要綱第６条

に基づき、下記のとおり申込みます。 
 
 

記 
 
 
１ 平成     年度   （ 推薦による編入学生、   一般編入学生、   進級生 ） 
                     【上記のいずれかに ○印 を付けて下さい。】 

 
 
２  日本学生支援機構   第一種  奨学金  （ 月額奨学金              円） 
                       第二種  奨学金  （ 月額奨学金              円） 
 
    長崎県育英会 奨学金   （ 月額奨学金              円） 

【上記のいずれかに金額を記入して下さい。】 
 
 
３ 関係書類 
（１） 奨学生証（写）又は奨学生採用通知書（写） 
 
 
 



 
様式第３号（第 10条関係） 

第    号 
年  月  日 

 
 

長崎県知事           様 
 
 
 

住 所 
 
氏 名            印 
 

 
平成  年度長崎県県内就職促進奨学金返済補助金交付申請書 

 
 長崎県県内就職促進奨学金返済補助金につきまして、実施要綱第４条の要件を満たしま

したので、下記のとおり申請します。 
 
 

記 
 
１ 申請金額         円 
 
２ 要件 

勤 務 先 在 職 期 間 証 明 者 
 年  月  日から 

  年  月  日 
会社名 
代表者           印 

 年  月  日から 
  年  月  日 

会社名 
代表者           印 

 年  月  日から 
  年  月  日 

会社名 
代表者           印 

 年  月  日から 
  年  月  日 

会社名 
代表者           印 

 
３ 関係書類 
口座振替申込書、奨学金の貸与金額を証明できるもの 



第    号 
平成  年  月  日 

 
 

長崎県知事         様 
 
 
 

住 所 
 
氏 名            印 
 
 

 
 
 

長崎県県内就職促進奨学金返済補助候補者の状況報告書 
 

長崎県県内就職促進奨学金返済補助候補者について、実施要項第２条に基づき決定通知

を頂いておりましたが、実施要項第８条に該当する事態が生じましたので報告いたします。 
 
 
１，報告内容 
 
 
 
 
 
２，関係書類 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 第    号 
平成  年  月  日 

 
 

長崎県知事         様 
 
 
 

住 所 
 
氏 名            印 
 
 

 
 
 

長崎県県内就職促進奨学金返済補助候補者の就職決定報告書 
 

長崎県県内就職促進奨学金返済補助候補者について、実施要項第８条２により報告いた

します。 
 
 
１，就職先 

会社名  

所在地 
〒 

ＴＥＬ  

 
２，緊急連絡先（実家等） 

住所 
〒 

ＴＥＬ  

携帯（本人）  

 
３，関係書類 
   内定通知書など 



  
 

 

 

口座振替申込書 
 

 

平成  年  月  日 

 

 

長崎県知事        様 

 

 

 

住民票住所 

 

氏   名               印 

 

                  〔生年月日             〕 

 

 

 

 

長崎県県内就職促進奨学金返済補助金支援制度における奨学金総額の２分の１の補助金を

下記口座へ振込んでいただきますようお願いいたします。 

ただし、奨学金総額は佐世保高専４年生～５年生在学期間中に貸与した金額とする。 

 

 

金融機関名                       

 

 

口 座 番 号                       

 

 

口 座 名 義                       

 

 
 



 
様式第 1号 (第６条関係) 

佐高専学第○○○号 
平成○○年○○月○○日 

 
 

長崎県知事 ○ ○ ○ ○  様 
 
 
 

住 所 ○○○○○○○ 
 
氏 名 ○ ○ ○ ○    印 
 

 
平成○○年度長崎県県内就職促進奨学金返済補助候補者選定申込書 

 
 長崎県県内就職促進奨学金返済補助金制度の候補者選定につきまして、実施要綱第６条

に基づき、下記のとおり申込みます。 
 
 

記 
 
 
１ 平成     年度   （ 推薦による編入学生、   一般編入学生、   進級生 ） 
                     【上記のいずれかに ○印 を付けて下さい。】 

 
 
２  日本学生支援機構   第一種  奨学金  （ 月額奨学金 ５１，０００ 円） 
                       第二種  奨学金  （ 月額奨学金              円） 
 
    長崎県育英会 奨学金   （ 月額奨学金              円） 

【上記のいずれかに金額を記入して下さい。】 
 
 
３ 関係書類 
（１） 奨学生証（写）又は奨学生採用通知書（写） 
 
 
 

知事名を記入 
住民票と同じ住所を記入

記 入 例 



 
様式第３号（第 10条関係） 

第    号 
平成○○年○○月○○日 

 
 

長崎県知事 ○ ○ ○ ○  様 
 
 
 

住 所 ○○○○○○○ 
 
氏 名 ○ ○ ○ ○    印 
 

 
平成○○年度長崎県県内就職促進奨学金返済補助金交付申請書 

 
 長崎県県内就職促進奨学金返済補助金につきまして、実施要綱第４条の要件を満たしま

したので、下記のとおり申請します。 
 
 

記 
 
１ 申請金額 ６１２，０００ 円 
 
２ 要件 

勤 務 先 在 職 期 間 証 明 者 
（株）○○○○ Ｈ○○年○○月○○日から 

Ｈ○○年○○月○○日 
会社名 （株）○○○○ 
代表者  ○ ○ ○ ○  印 

 年  月  日から 
  年  月  日 

会社名 
代表者           印 

 年  月  日から 
  年  月  日 

会社名 
代表者           印 

 年  月  日から 
  年  月  日 

会社名 
代表者           印 

 
３ 関係書類 
口座振替申込書、奨学金の貸与金額を証明できるもの 

知事名を記入 住民票と同じ住所を記入

（例） 
日本学生支援機構奨学生（自宅外）の場合 
月額 51,000×24ヶ月÷2 

記 入 例 



 
佐高専学第○○○号 
平成○○年○○月○○日 

 
 

長崎県知事 ○ ○ ○ ○  様 
 
 
 

住 所 ○○○○○○○ 
 
氏 名 ○ ○ ○ ○    印 
 
 

 
 
 

長崎県県内就職促進奨学金返済補助候補者の状況報告書 
 

長崎県県内就職促進奨学金返済補助候補者について、実施要項第２条に基づき決定通知

を頂いておりましたが、実施要項第８条に該当する事態が生じましたので報告いたします。 
 
 
１，報告内容 
 
 
 
 
 
２，関係書類 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

記 入 例 

知事名を記入 
住民票と同じ住所を記入



 
佐高専学第○○○号 
平成○○年○○月○○日 

 
 

長崎県知事 ○ ○ ○ ○  様 
 
 
 

住 所 ○○○○○○○ 
 
氏 名 ○ ○ ○ ○    印 
 

 
 
 

長崎県県内就職促進奨学金返済補助候補者の就職決定報告書 
 

長崎県県内就職促進奨学金返済補助候補者について、実施要項第８条２により報告いた

します。 
 
 
１，就職先 

会社名  （株）○○○○ 

所在地 
〒○○○―○○○○ 
○○○○○○○○○○○○ 

ＴＥＬ ○○○―○○○―○○○○ 

 
２，緊急連絡先（実家等） 

住所 
〒○○○―○○○○ 
○○○○○○○○○○○○ 

ＴＥＬ ○○○―○○○―○○○○ 

携帯（本人） ○○○―○○○―○○○○ 

 
３，関係書類 
   内定通知書など 

記 入 例 

知事名を記入 
住民票と同じ住所を記入



  
 

 

 

口座振替申込書 
 

 

平成○○年○○月○○日 

 

 

長崎県知事 ○ ○ ○ ○ 様 

 

 

 

住民票住所 ○○○○○○○ 

 

氏   名 ○ ○ ○ ○        印 

 

                  〔生年月日 Ｈ○○年○○月○○日 〕 

 

 

 

 

長崎県県内就職促進奨学金返済補助金支援制度における奨学金総額の２分の１の補助金を

下記口座へ振込んでいただきますようお願いいたします。 

ただし、奨学金総額は佐世保高専４年生～５年生在学期間中に貸与した金額とする。 

 

 

金融機関名  ○○銀行 ○○支店          

 

 

口 座 番 号  ○○○○○○○            

 

 

口 座 名 義  ○ ○ ○ ○            

 

 
 

記 入 例 



奨学金返済承認契約書 
 
 
事業主                      （以下甲という。）、 
労働者           （以下乙という。）は、下記のとおり奨学金返済
承認契約を締結した。 
 
第１条（目的） 
 甲は、乙が    年  月  日までの佐世保工業高等専門学校在学中２
年間に借り入れた奨学金       円也であることを確認すると共に、そ
の返済額の   分の１       円也を次条以下の約定により弁済する
ことを約し、承認した。 
 
第２条（支払方法） 
 甲は、乙が継続勤務  年経過後の  月末日までに、前条に示す返済額を
乙の指定する金融機関（       銀行      店）の乙名義の口座
（普通口座         ）に振込送金して支払うものとする。 
 
第３条（契約無効） 
 甲は、乙が前条に示す継続勤務を満たさない場合、また、両者合意の上での
契約破棄とする場合、この契約書は無効となる。 
 
 上記のとおり合意したので、契約の遵守を制約し、本書２通を作成し、甲・
乙は署名・捺印の上、各１通あて保有する。 
 
 
   年  月  日 
 
    （事業主）氏名            印 
 
  （乙）住所 
 
    （労働者）氏名            印 
 
 
 
  （甲）住所 
 



○編入学生手続きの流れ(各高校)
月日 編入学手続き 奨学金等に関する手続き 必要書類等

７月 下旬 推薦による編入学試験

８月 下旬 一般編入学試験

９月 合格発表 　 　

○編入学生の奨学金受給申請・返済支援候補者選定手続き(佐世保高専)

月日 編入学手続き 奨学金等に関する手続き 必要書類等

４月   編入学

５月

６月   奨学金受給決定
 日本学生支援機構、 県育英会
      →本人(佐世保高専)

７月

８月

9月   返済支援候補者決定
 候補者決定通知書(様式2)
　　 <県 → 高専経由 → 本人>

○定員を満たしていない場合の再募集

月日 必要書類等

4月～10月
  候補者選定申込書(様式1)
　　 <本人→高専経由 → 県>

９月
～１０月

 候補者選定申込書(様式1)
　　 <本人→高専経由 → 県>

随時
 候補者決定通知書(様式2)
　　 <県 → 高専経由 → 本人>

○卒業時の手続きの流れ(佐世保高専)
月日 就職関連 奨学金等に関する手続き 必要書類等

３月   就職   就職決定報告
 就職決定報告書(任意)
　　 < 本人 → 高専経由 → 県>

○就職後3年間経過後の手続きの流れ(本人・就職した企業)

月日 就職関連 奨学金等に関する手続き 必要書類等

3年経過後
の翌月
(4月)

 就職後3年経過確定
 (○年3月31日に3年満了)

3年経過後
の1年後月
(3月)

（４月）

（5月）

（6月）  奨学金返済支援実施 　

　

※支援企業に就職した生徒

卒業年
　３月

奨学金返済承認契約書の作成

  返済支援候補者決定

 奨学金返済支援決定

◎候補者の要件に変更が生じたとき　→　候補者の状況報告書（任意）を提出　〈 本人 → 高専（企業） → 県 〉

条件に示した年数経過後 　奨学金返済承認契約書に基づき企業へ申請

【必要書類】○奨学金返済承認契約書　○奨学金の貸与金額が証明できるもの
 <本人は２通作成→高専経由→企業　（入社後）企業は作成のうえ１通を本人へ>

 補助金交付決定通知書(様式4)
　　 <県 → 本人>

佐世保高専・工業高校連携事業  諸手続き

  返済支援候補者選定
 候補者選定申込書(様式1)
　　 <本人→高専経由 → 県>

 奨学金返済支援申請

 返済補助金申請書(様式3)
　【その他必要書類】
　　○口座振替申込書
　　○奨学金の貸与金額が証明できるもの
 　　<本人 → 企業経由 → 県>

  奨学金受給申請
 本人(佐世保高専)
      →日本学生支援機構、県育英会

対象者

【今年度卒業予定者】県内就職の希望者または可能性がある者
（県内企業内定者も含む）　　５年生、専攻科２年生が対象

【来年度卒業予定者】学力により編入学した生徒及び進級生（専
攻科含む）に対して募集　　４年生、専攻科１年生が対象


